みどりの補助金　事前審査申込書

　令和8年度 みどりの補助金の交付を希望するので、事前審査用書類一式を提出します。

令和8年　　　　月　　　　日

　助成希望の建築物等の名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　助成希望の緑化施設の住所：　　　　区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　申請者
　　　　　（住所）

　　　　　（氏名）

　　　申請業務を行う方の連絡先

　　　　　（住所）

　　　　　（会社名・氏名）

　　　　　（電話番号）

　　　　　（メールアドレス）

-------------------------------------------------------------------------------------

	【事前審査用書類】　

	ﾁｪｯｸ欄

	1
	名古屋市緑化助成金交付申請書（第１号様式）
	

	２
	NICE GREEN計画認定申請書（第１号様式）
na
	

	３
	NICE GREEN評価シート
na
	

	4
	事業費内訳明細書（第１-3号様式）
	

	５
	用途地域図
	

	６
	敷地面積根拠
	

	７
	緑化計画平面図（数量・求積根拠図面）　※複数図面に分けても可。カラー印刷
	

	８
	表示板の構造図（第10号様式）
	

	９
	現況写真　　※緑化工事の未着手が分かる申請直前の写真、カラー印刷
	

	10
	緑化工事代金の見積書 （写）
	

	１１
	委任状（申請者以外の方が訂正を行う場合のみ）
	

	＜以下については提出が必要な場合で、事前審査申込時点で準備が整っていれば提出してください。＞

	１２
	建物の立面図　または　断面図（屋上緑化や壁面緑化を行う場合）
	

	１３
	[bookmark: _Hlk226301276]詳細資料
・構造図（屋上緑化・壁面緑化等について構造のわかるもの）
・メーカー製品使用する場合はカタログの写し（メーカー名、製品名、型番、
カタログ価格のわかるもの）
	

	１４
１５
	承諾書（申請者と土地の所有者が異なる場合のみ）
	

	１５
	管理義務取決書（案）（申請者と将来の緑化施設の所有者が異なる場合のみ）
	


★裏面の質問事項にも記入してください。
	みどりの補助金　事前申請時　質問事項

	「いいえ」に該当する項目が1つでもある場合、計画の全部または一部が助成対象外となる可能性があるため事前審査の申し込みはできません。詳細は緑地維持課へお尋ねください。

	　
	　　質問事項
	回答

	1
	緑化計画の内容は定まっていますか。
	はい
	いいえ

	
	　※配置計画・樹種・本数が未定の場合は確定後に事前申請をしてください。
	
	

	2
	審査内容・申請の混雑状況により事前申請の受付から交付決定まで平均して3か月程度かかります。現地着手は事前審査・本申請を経て交付決定通知後となりますが着手時期の調整は可能ですか。
	はい
	いいえ

	
	　※交付決定前（名古屋市から交付決定の連絡をする前）に現地着手をしてしまうと助成金を受けることができません。
	
	

	3
	令和9年2月末までに現地工事を完了することが可能ですか。
	はい
	いいえ

	
	　※令和9年3月15日までに完了報告書の提出ができない場合、助成金を受けることができません。完了報告書には領収書の写しの添付も必要です。
	
	

	4
	助成対象緑化面積に植物の植え替えをする場所は含まれていませんか。
	はい
	いいえ

	
	　※植物の植え替えは助成対象外です。
	
	

	5
	助成対象緑化面積に既存緑地への追加植栽が含まれていませんか。
	はい
	いいえ

	
	　※既存緑地（既存木の木陰下含む）への追加植栽は助成対象外です。
	
	

	6
	過去に緑化地域制度等の規制に基づき緑化した敷地ではありませんか。
	はい
	いいえ

	
	　※今回初めて緑化地域制度等の申請を行う場合は助成対象です。
	
	

	7
	風致地区に該当している場合、風致地区の規制内容を満たした緑化計画となっていますか。
	はい
	いいえ

	
	　※中高木植栽本数、間口緑化について特にご留意ください。規制内容を満たしていない場合は助成対象となりません。
	
	

	8
	工場立地法の対象敷地ではありませんか。
	はい
	いいえ

	
	　※工場立地法対象敷地の場合、原則助成対象外です。詳細は緑地維持課へお尋ねください。
	
	

	9
	助成対象の植物について、完了後7年以上良好に維持できますか。
	はい
	いいえ

	
	　※物置・ウッドデッキ・エアコンの室外機の設置などにより将来維持ができなくなる可能性がある部分は助成対象から除外してください。
	
	

	10
	助成対象の植物以外の資材（灌水施設・駐車場緑化の保護資材・壁面緑化資材・屋上緑化資材など）について、完了後15年以上良好に維持できますか。
	はい
	いいえ

	
	　※既存建築物へ壁面緑化・屋上緑化を設置する場合、設置予定の建築物の改築計画についてもご確認ください。
	
	



　　　
